
 

ＭＡＳＣラリー ｉｎ 新城 ２０１５ 特別規則書（草案） 

公  示 

 本競技会は、一般社団法人日本自動車連盟（以下「ＪＡＦ」という）の公認のもとに国際自動車連盟（ＦＩＡ）の国際モー

タースポーツ競技規則とその付則、それに準拠したＪＡＦの国内競技規則とその付則ラリー競技開催規定、ＪＭＲＣ中部ラリー

シリーズ戦規定、ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則および本競技会特別規則に従って開催される。 

第１条 競技会の名称 

2015 年 JAF 中部･近畿ﾗﾘｰ選手権第１戦／2015 年 JMRC 中部ﾗﾘｰﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼﾘｰｽﾞ第１戦 
2015 年ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 第１戦 
Ｍ Ａ Ｓ Ｃ ラ リ ー ｉ ｎ 新 城 ２ ０ １ ５ 

第２条 競技種目 

ラリー競技開催規定の付則スペシャルステージラリー開催規定に従ったスペシャルステージラリー 

第３条 競技格式 

ＪＡＦ公認 準国内格式 公認番号：２０１５－○○○○ 

第４条 開催日程 及び 開催地 

２０１５年４月１８日（土）～１９日（日）の２日間 
ラリースタート  ：愛知県新城市玖老勢字新井９ 山びこの丘 
ラリーフィニッシュ：愛知県新城市玖老勢字新井９ 山びこの丘 

第５条 大会本部（ＨＱ） 

１．所在地・名称・電話番号： 愛知県新城市玖老勢字新井９・山びこの丘管理棟・0536-35-1191 
２．大会本部開設及び閉鎖時間 

開設時間：4 月 18 日（土）７：００  閉鎖時間：4 月 1９日（日）１８：００ 
３．大会本部レイアウト図（別途） 

第６条 競技内容 

１．競技方法：スペシャルステージラリー 
２．総走行距離：約１２０ｋｍ（中部近畿）／約１００ｋｍ（チャレンジ） 
３．スペシャルステージ 

 （１）スペシャルステージの路面の種別：舗装 
 （２）スペシャルステージの合計距離：２９．７ｋｍ（中部近畿）／２３．９ｋｍ（チャレンジ） 
 （３）スペシャルステージの数：      ５  （中部近畿）／   ４  （チャレンジ） 
 （４）セクションの数：          ２  （中部近畿）／   ２  （チャレンジ） 
 （５）デイの数：             １  （中部近畿）／   １  （チャレンジ） 
 （６）レッキの具体的な実施方法：コミュニケーションにて公示する 
 ５．サービスの有無：有 
 ６．競技中の指定給油所の有無：有 

第７条 オーガナイザー名及び住所 

オーガナイザーの名称（略称）：モンテカルロ・オート・スポーツ・クラブ（ＭＡＳＣ） 
所在地：〒４８０－１１０３ 愛知県長久手市岩作琵琶ケ池２０－１ 株式会社ラック内 
代表者：勝田 照夫 
ＴＥＬ：０５６１－６３－０１０３ ／ ＦＡＸ：０５６１－６３－３５３５ 
ｅ－Ｍａｉｌ：masc@luckmc.ec-net.jp 

第８条 組織 

１．大会役員 
   大会会長   ：穂積 亮次（新城市長） 

２．組織委員会 
   組織委員長  ：勝田 照夫 
   組織委員    ：長坂 眞澄 
   組織委員    ：米谷 展生 
   組織委員    ：大岡 武 

３．競技会審査委員会 
   審査委員長  ：井上 裕紀子（ＪＭＲＣ中部派遣） 
   審査委員    ：梅津 祐実 （ＪＭＲＣ近畿派遣） 

４．競技役員 
   競技長   ：長坂 眞澄 



   副競技長   ：米谷 展生 
   コース委員長  ：田中 潤 
   計時委員長  ：村田 正成 
   技術委員長  ：花井 勝 
   救急委員長  ：足立 さやか 
   事務局長   ：米谷 展生 
   サービス管理者  ：高木 大輔 

  ｺﾝﾍﾟﾃｨﾀｰﾘﾚｰｼｮﾝｵﾌｨｻｰ(CRO) ：藤田 洋文（SYMPHONY） 
５．JMRC 中部救急認定委員 ：伊藤 好宏 

第９条 参加車両 

１．ＪＡＦ中部・近畿ラリー選手権／ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 
   （１）2015 年 JAF 国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に定める RN 車両、RJ 車両、RPN 車両、 
     RF 車両、または AE 車両とする。また、RPN 車両については、同一車両型式の最も古い JAF 登 
     録年が 2006 年 1 月 1 日以降の車両のみ参加が認められる。 

（２）過給器付きエンジンにおけるエアリストリクターの装着は任意とする。 
但し、エアリストリクターを装着する場合、そのサイズは最大内径 33 ㎜(外径:39 ㎜未満)とする。 
さらに、DE-6 クラスにおいてエアリストリクターを装着しない場合は、エンジンコントロールユ
ニット(ECU)の変更、改造を認めない。 

（３）最低重量については 2015 年 JAF 国内競技車両規則第２編ラリー車両規定第１章第７条に従う 
こと。 

（４）ランプポッドを装着する際は、RF 車両も含めて 2015 年 JAF 国内競技車両規則第２編ラリー 
車両規定第３章第 10 条 10. 2)に従うこと。 

（５）すべての RF 車両、RPN 車両および AE 車両は、下記のロールケージを装着すること。 
① ６点式＋左右のサイドバーを基本構造とした 40φのロールケージを装着しなければならない。 
② 気筒容積が2000㏄を超える車両については少なくとも一本の斜行ストラットを取り付けなけ
ればならない。 

２．ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 
   （１）2015 年の JAF 国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従った以下の車両とする。 

A．RN 車両 
B．RJ 車両 
C．RF 車輛 
Ｄ．2002 年 JAF 国内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従って製作された車両(RB 車両)で 

下記のすべての条件を満たしたもの。 
a．2002 年 12 月 31 日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 
ｂ．FIA 公認車両またはＪＡＦ登録車両であること。ＦＩＡ公認車両とＪＡＦ登録車両の両方の

資格を有する場合は、 ＪＡＦ登録車両として取り扱う。 
ｃ． ６点式以上のロールケージを装着していること。 

Ｅ．ＡＥ車両 
Ｆ．ＲＰＮ車両 

（２）ランプポッドは装着禁止とする。 但し、 メーカーラインオフ時に走行用前照灯が２灯式であ 
る車両については、道路運送車両法を遵守することを条件に、 走行用前照灯２灯の追加が認め 
られる。なお、走行用前照灯を追加する際のボンネットの加工は一切認めない。 

（３） リストリクターの装着は義務付けない。 
（４） リストリクターの装着時を除き、 ＥＣＵの変更および改造は一切認めない。 

３．オープンクラス 
   （１）2015 年の JAF 国内競技車両規則第２編ラリー車両規定に従った以下の車両とする。 

A．RN 車両 
B．RJ 車両 
C．RF 車輛 
Ｄ．2002 年 JAF 国内競技車両規則第３編ラリー車両規定に従って製作された車両(RB 車両)で 

下記のすべての条件を満たしたもの。 
a．2002 年 12 月 31 日以前に運輸支局等に初年度登録された車両であること。 
ｂ．FIA 公認車両またはＪＡＦ登録車両であること。ＦＩＡ公認車両とＪＡＦ登録車両の両方の

資格を有する場合は、 ＪＡＦ登録車両として取り扱う。 
ｃ． ６点式以上のロールケージを装着していること。 

（２）使用できるタイヤ銘柄の規制は行わない。 
（３） リストリクターの装着は義務付けない。 

４． 全クラス共通事項 
（１）メーカーラインオフ時に装備されている安全ベルトに加え、２０１５年のＪＡＦ国内競技車両規 

則第２編ラリー車両規定第２章第２条に定める４点式以上の安全ベルトを装備していること。 
（２） エアクリーナーケースの加工は一切認められない。 エアフィルターについては純正品以外への 

変更が認められる。 
（３） 三角停止板２枚、 赤色灯、 非常用信号灯 （発煙筒） ２本以上、 牽引ロープおよび救急用品 

を搭載すること。 これらは走行中に浮遊物とならないように、確実に固定すること。 
Ａ３サイズのＳＯＳ/ＯＫサインを二枚、車両に搭載すること。 



（４）少なくとも２０１５年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定第２章第３条３． １）に 
定める手動消火装置を装備すること。 

（５）ホイールおよびタイヤについては、２０１５年のＪＡＦ国内競技車両規則第２編ラリー車両規定 
第３章第６条に従うこと。なお、 ＲＦ車両はＲＪ車両規定に従うこと。 

（６）タイヤの仕様は、オープンクラスを除き、ＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定付則の通り通称Ｓ 
タイヤの使用は認めない。 

（７）ＡＥ車両については、２０１５年ＪＡＦ国内競技車両規則 第２編 ラリー車両規定第５章  
ＡＥ車両用改造規定に定める通りとする。 

（８）ＲＰＮ車両については、２０１５年ＪＡＦ国内競技車両規則 第２編 ラリー車両規定第４章 
ＲＰＮ車両用改造規定 に定める通りとする。 

（９）マフラーについて、保安基準適合品への変更を認めるが、如何なる場合においても排気ガス規 
制値を厳守しなければならず、経年変化・変形等の為、音量規制値を上回る事は許されない。 

   尚、主催者は必要に応じ、特別規則書にてメーカー純正品に規制する場合がある。参加者は、 
使用するマフラーについて主催者が求めた場合、保安基準適合品である事を証明出来るように 
必要な書類等を完備する事。 

第１０条 クラス区分 

１． ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 
ＤＥ－６クラス：気筒容積 3000 ㏄を超える車両（ＲＮ、 ＲＪまたはＲＦ車両） 
ＤＥ－５クラス：気筒容積 1500 ㏄を超え、3000 ㏄以下の車両（ＲＮ、ＲＪ、ＲＦ車両） 
ＤＥ－４クラス：気筒容積 1600 ㏄を超え、2000 ㏄以下の２輪駆動車両（ＲＰＮ車両のみ） 
ＤＥ－３クラス：気筒容積 1500 ㏄以下の車両（ＲＮ、 ＲＪまたはＲＦ車両） 
ＤＥ－２クラス：気筒容積 1600 ㏄以下の２輪駆動車両（ＲＰＮ車両及び全てのＡＥ車両） 

２． ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 
ＣＬ－２クラス：気筒容積 1500 ㏄を超える車両 
ＣＬ－１クラス：気筒容積 1500 ㏄以下の車両 
駆動方式および車両区分によるクラス分けは行わない。 

３．オープンクラス 
気筒容積、駆動方式および車両区分によるクラス分けは行わない。     

第１１条 参加資格 

１． ＪＭＲＣ中部ラリーチャンピオンシリーズ 
（１） ドライバーおよびコ・ドライバーは、当該車両を運転するのに有効な運転免許証を取得後１年 
    以上経過していること。 
（２） ＪＭＲＣ中部加盟クラブ員であり、 かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 
   （中部・近畿ラリー選手権のみの参加を希望するものはこの限りでない） 
（３） １クルー２名限定とする。 
（４） ２０才未満の参加者は、 親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 
（５） 上記（２） 以外の者においては、主催者の判断により参加を認める。 

２． ＪＭＲＣ中部ラリーチャレンジシリーズ 
（１） ドライバーは、ドライバーとして、過去５年以内のＪＭＲＣ各地区のラリーシリーズまたは、ＪＡ

Ｆ地方ラリー選手権においてシリーズ３位以内に入賞した経験がない者であること。 
（２） ＪＭＲＣ中部加盟クラブ員であり、かつ各クラブ代表者が責任をもてる者であること。 
（３） １チーム２名限定とする。 
（４） ２０才未満の参加者は、 親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 
（５）上記（１）および（２）以外の者においても、所属する地域クラブ協議会の共済会もしくはスポー

ツ安全保険に加入していることを条件に、 主催者の判断により参加を認める。 但しその場合、 上
記（１）に該当しない者を含むクルーは賞典外とし、ポイントを獲得することはできない。 

（６）参加資格について疑義がある場合は、 その証明責任は参加者にあるものとする。 
３． オープンクラス 

（１）１クルー２名限定とする。 
（２） ２０才未満の参加者は、 親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。 

第１２条 参加台数 

 各クラス合計で６０台に制限する。 

第１３条 参加料 
 中部・近畿ラリー選手権（チャンピオンシリーズ） ：５０，０００円（レッキ費用込み） 
 チャレンジシリーズ     ：３５，０００円（レッキ費用込み） 
 オープンクラス     ：４９，０００円（レッキ費用込み） 

サービス費用（サービス車両 1 台につき）  ： ２，０００円 
サービス員懇親会ＢＢＱ費用（サービス員 1 人につき） ： ３，０００円 
サービス登録していない車両は、サービスパークに入場できません。 
参加料には、レッキ代は含まれますが、宿泊代は含まれません。 
宿泊は、各自 山びこの丘 TEL0536-35-1191/FAX0536-35-1194 に申し込んで下さい。 
山びこの丘 WEB サイト http://www.sanyurin.jp/ 

 



第１４条 保険の加入 
 参加者は、ラリー競技に有効な対人、対物賠償保険および搭乗者保険（各地区のＪＭＲＣ共済または、ス
ポーツ安全保険にクルー全員が加入している場合は搭乗者保険に加入しているとみなす）に加入すること。 
ＪＭＲＣ中部加盟クラブ員は、ラリー互助会に加入する事で対人、対物保険に加入したものとみなす。 
ラリー互助会加入に際しては、※ラリー互助会規約定を熟読し、規定に指示された手続きを行う事。 

 オーガナイザーによるラリー保険斡旋：無 
※ラリー互助会規約 http://www.jmrc-chubu.jp/document/rally/regulation/2014_jmrc_regulation.pdf 

第１５条 参加申込方法 
１．参加申込は https://ws.formzu.net/dist/S39962229/ （右 QR コード参照）に 

アクセスし、必要事項を正確に入力し、申込み後、参加料を銀行振込又は大会 
事務局に現金を持参すること。電話および FAX での申込は受け付けない。 

  【振込先口座】銀行名：名古屋銀行、支店名：長久手支店 
口座番号：普通預金 3307241 
口座名義：MASC 勝田照夫(エムエーエスシーカツタテルオ) 

  インターネット環境がない場合に限り、JMRC 中部共通申込書での申込みも可 
２．提出書類 

① 誓約書(署名&押印後提出) http://goo.gl/cOvuZ3 
② 費用振込済確認書類  
③ 車検証コピー、運転免許証コピー、競技運転者ライセンスコピー 
④ ラリーに有効な保険に加入していることの証明 

３．提出書類は、郵送または持参にて受付期間内必着とする。 

第１６条 受付期間 
２０１５年３月２０日（金）～４月３日（金） 

第１７条 参加申込先及び問い合わせ先 
  〒４８０－１１０３ 愛知県長久手市岩作琵琶ケ池２０－１ 株式会社ラック内 
  ＭＡＳＣラリーｉｎ新城事務局 宛 
  ＴＥＬ：０５６１－６３－０１０３／ＦＡＸ：０５６１－６３－３５３５ 

ｅ－Ｍａｉｌ：masc@luckmc.ec-net.jp 
個別問い合わせ先：０８０－４３０２－３９２８ 米谷（夜 21 時～朝８時はご遠慮ください） 

第１８条 タイムスケジュール 
① 参加（レッキ）受付の日時・場所 4 月 18 日１１：３０～１１：５５ ラリーＨＱ 
② レッキブリーフィングの日時・場所 4 月 18 日１１：５５～１２：００ ラリーＨＱ 
③ レッキ開始、終了時間  4 月 18 日１２：００～１６：００ 
④ 公式車検の日時・場所  4 月 18 日１６：００～１７：００ やまびこの丘敷地内 
⑤ 第１回審査委員会の日時・場所 4 月 18 日１７：００       ラリーＨＱ 
⑥ スタートリストの公示  4 月 18 日１７：３０       ラリーＨＱ 
⑦ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞﾌﾞﾘｰﾌｨﾝｸﾞの日時・場所 4 月 18 日１７：３０     やまびこの丘敷地内 
⑧ 懇親会    ４月 18 日１８：００～２１：００ やまびこの丘ＢＢＱ場 
⑨ ラリースタート（１号車予定） 4 月 19 日 ８：００   やまびこの丘敷地内 
⑩ ラリーフィニッシュ（１号車予定） 4 月 19 日１５：００   やまびこの丘敷地内 
⑪ 暫定結果の発表日時・場所 (予定) 4 月 19 日１５：３０   ラリーＨＱ 
⑫ 再車検日時・場所（予定）  4 月 19 日１５：３０   やまびこの丘敷地内 
⑬ 表彰式の開催日時・場所（予定） 4 月 19 日１６：００   やまびこの丘敷地内 

第１９条 サービス 
サービス会場：愛知県新城市玖老勢字新井９ 山びこの丘敷地内 
サービス会場の管理方法：サービスレイアウトは、コミュニケーションにて発表する。 
サービス会場内には、競技車両、オフィシャル車両、サービス登録された車両以外立ち入り禁止とする。 

第２０条 賞典 
DE-6 クラス １～３位 JAF メダル・副賞・新城ラリー優待 ４～６位 副賞・新城ラリー優待 
DE-5 クラス １～３位 JAF メダル・副賞・新城ラリー優待 ４～６位 副賞・新城ラリー優待 
DE-4 クラス １～３位 JAF メダル・副賞・新城ラリー優待 ４～６位 副賞・新城ラリー優待 
DE-3 クラス １～３位 JAF メダル・副賞・新城ラリー優待 ４～６位 副賞・新城ラリー優待 
DE-2 クラス １～３位 JAF メダル・副賞・新城ラリー優待 ４～６位 副賞・新城ラリー優待 
CL-2 クラス １～３位 JAF メダル・副賞         ４～６位 副賞 
CL-1 クラス １～３位 JAF メダル・副賞         ４～６位 副賞 
オープンクラス １～３位 副賞 
賞典の数は各クラス参加台数の２５％を下限として制限するものとする。その場合、公式通知で示す。 

第２１条 付則 
１．本共通規則の適用は、各競技会の参加申し込み受付と同時に有効となる。 
２．本特別規則に記載されない競技に関する細則は、国内競技規則とその付則、国際モータースポーツ 

   競技規則とその付則、ラリー競技開催規定とその付則、ＪＭＲＣ中部ラリー共通規則ならびに 
   ＪＭＲＣ中部ラリーシリーズ戦規定に従って開催される。 

３．本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、競技会審査委員会の決定を最終とする。 

2015 年３月１日 ＭＡＳＣラリーｉｎ新城 大会組織委員会 



 
付則１ アイテナリー（１） 中部・近畿選手権（チャンピオン）／オープンクラス 

 
付則２ アイテナリー（２） チャレンジクラス 
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付則３ ＣＲＯ 

 

藤田 洋文 

電話：別途コミュニケーションにて示す。 

ＣＲＯ行動スケジュール（予定） 

  ４月１８日(土)：ＨＱ、サービスパーク周辺、車検場、ドライバーズブリーフィング会場、懇親会 

  ４月１９日(土)：ＨＱ、サービスパーク、リグループ、表彰式会場周辺 

 

付則４ サービスパークレイアウト 

 別途コミュニケーションにて示す。 

 

付則５ 信号灯によるスタート手順 

スタート５秒前には赤灯が１個点灯   ●○○○○ 

スタート４秒前には赤灯が２個点灯   ●●○○○ 

スタート３秒前には赤灯が３個点灯   ●●●○○ 

スタート２秒前には赤灯が４個点灯   ●●●●○ 

スタート１秒前には赤灯が５個点灯   ●●●●● 

スタート時には全ての灯火が消灯       ○○○○○ 

付則６ ゼッケンおよび広告 

 

ゼッケン          ：左右ドア及びボンネットの計３枚 

ＪＡＦ公認ラリー競技会之証 ：左リアウィンドウ 

 
 



別添１：ＪＭＲＣ中部ラリー互助会 《規約》 

※注意：JMRC 中部互助会は、JMRC 中部所属クラブに名簿登録（2015 年度 JMRC 中部事

務局に提出済みである事）された方しか加入できませんのでご了承ください。 

第１条 目的 

ＪＡＦ中部地域クラブ協議会（以下ＪＭＲＣ中部という）はラリー競技会の振興を図るため、 

相互扶助制度を設ける。 

第２条 名称 

ＪＭＲＣ中部ラリー互助会（以下互助会という）とする。 

第３条 対象者 

ラリー競技会に参加するドライバーが、ＪＭＲＣ中部に加盟するクラブの所属員であること。 

必ず、ＪＭＲＣ中部事務局に当該年度の所属員として登録申請されていること。 

第４条 互助会への加入 

各自、互助会申し込み専用の振込用紙にて５，０００円の会費（１大会毎の掛け捨て）を郵便 

局にて大会日以前に確実に振込みすること。また、大会公式参加受付時にその領収書を提示す 

ること。 

第５条 適用イベント 

ＪＡＦ中部近畿ラリー選手権およびＪＭＲＣ中部が認めた競技会に適用する。 

第６条 補償内容（対人） 

当該ラリー競技中（レッキを含む）に発生した、ドライバー本人が加害者となる対人身事故（死 

亡・重度障害）に対して、１事故５００万円を限度として、見舞金を給付する。ただし、当該 

事故について、別途任意保険等から補償を受ける場合、本互助会の重複給付は行わない。 

第７条 補償内容（対物） 

当該ラリー競技のＳＳ中に発生した、ドライバー本人が加害者となる対物損事故に対して、１ 

事故２００万円（免責１０万円）を限度として、見舞金を給付する。ただし、当該競技に参加 

する他の競技車両との対物損事故については対象外とする。また、当該事故について、別途 

任意保険等から補償を受ける場合、本互助会の重複給付は行わない。 

第８条 事故報告 

事故報告はドライバー本人が事故発生後速やかに JMRC 中部事務局宛に行うこと。 

３０日以内に適切な事故報告が行われない場合、給付を行わない場合がある。 

事故報告書（発生時の現場詳細図および発生状況説明書）および適正な方法で作成された見積 

書をＪＭＲＣ中部事務局に提出すること。ドライバーが報告できない場合は、所属するクラブ 

員が行うこと。 

第９条 給付 

事故報告書を基に発生状況を調査の上、運営委員会の審議結果が前項報告者に通知され、運営 

委員会で給付の承認がされた場合、支払済みの領収書原本をＪＭＲＣ中部事務局に提出後ドラ 

イバーに銀行振り込みにて給付されるものとする。 

第１０条 施行 

２０１４年５月２８日より施行する。 

２０１２年１月７日 制定 

２０１４年５月２８日 改正 



別添２：ＪＭＲＣ中部ラリー互助会申込書記入例 

 

申込書は、郵便局窓口で配布されている郵便振替票を使用し、下記のとおり 

口座番号  ００８８０－２－１９８６９４ 

加入者名  ＪＭＲＣ中部ラリー互助会 

大会名   新城ラリー２０１４ 

開催日   ２０１４／１０／３１～２０１４／１１／１ 

ドライバー名 あなたの氏名 

所属クラブ名 あなたの所属クラブ 

金額     ￥５，０００ 

を記入後郵便局のＡＴＭまたは郵便局の窓口で振替を実施してください。 

振替手数料は、ＡＴＭの方が安くなります。 

 
 

 

００８８０ ２    １９８６９４       ５０００      ００８８０  ２ 

 ＪＭＲＣ中部ラリー互助会                       １９８ ６９４ 

大会名  新城ラリー２０１４ 

開催日  ２０１４/１０/３１～２０１４/１１/１ 

ドライバー名 中部太郎                      ５０００ 

所属クラブ名 ＣＨＵＢＵ 

                               

123-4567名古屋市○○区〇〇町１２              中 部 太 郎 

 中 部 太 郎 


